
機械設備維持管理共通仕様書 

 

１ 点検及び保守内容 

点検すべき事項及び保守内容は「国土交通大臣官房官庁営繕部 監修」建築保全業務共通仕

様書及び同解説による。 

 

２ 点検及び保守 

（１）受水槽・高架水槽等簡易専用水道に該当する設備については｢水道法｣の規定を遵守して適

正にその点検及び保守を行うものとする。 

 

（２）ボイラー・冷温水発生機・冷凍機等の熱源機器で｢労働安全衛生法｣｢ボイラー及び圧力容

器安全規則｣｢高圧ガス保安法｣｢消防法｣等の適用を受ける機器については、関係法令を遵守

して適正にその点検及び保守を行うものとする。 

 

（３）エレベーター・小荷物専用昇降機・エスカレーターについては、｢建築基準法｣の規定を遵

守して適正にその点検及び保守を行うものとする。 

 

（４）機械設備の点検保守は、原則として機器を停止して安全な状態で作業を行うものとするが、

施設の運営上停止できない場合や、作動状況の確認を行う際には、安全に十分注意して行う

ものとする。 

 

（５）断水や空調停止など設備機能の停止を伴う場合には、関係方面への連絡を十分余裕をもっ

て行い、復旧後は完全にもとの状態になっていることを確認する。 

 

（６）飲料水、空調用水、ボイラー用水等については、｢水道法｣｢ＪＩＳ｣等の規定を遵守して、

水質検査を行い水質の維持に努めるものとする。 

 

（７）点検及び保守を実施する際には、該当機器とその周辺を清掃し、良好な運転環境の維持に

努めるものとする。 

 

（８）点検内容・点検結果については、速やかに報告書を作成し、所定の部署へ報告するものと

する。この際異常が発見された場合には、必要に応じて保守・修理・その他の措置を講ずる

とともに、改善提案を所定の部署へ提出する。 

 

 



仕様書 

 

１ 業務の名称 （一括）令和８年度いきいきプラザ中央、いきいきプラザ天竜川 

清掃及び衛生管理業務 

 

２ 業務の場所 

（１）浜松市中央区板屋町５９６番地    （施設名）いきいきプラザ中央 

（２）浜松市中央区青屋町３００番地    （施設名）いきいきプラザ天竜川 

  

３ 業務の内容   

（１）いきいきプラザ中央は別紙「業務明細書」のとおり。 

（２）いきいきプラザ天竜川は別紙「業務明細書」及び「保守対象機器表」に示す仕様書のとお 

り。 

  

４ 業務予定表の提出 

業務を執行するにあたっては、あらかじめ「業務予定表」をいきいきプラザ中央、いきい

きプラザ天竜川（以下「施設」という。）へ提出し、承認を受けること。ただし、年間を通じ

ての日常的な業務については、予定表を省略してもよい。 

  

５ 業務責任者の届出 

（１）業務を実施するにあたり、施設へ業務責任者を届出ること。 

（２）業務責任者は、すべての従事者の指揮・監督をし、業務の管理を行う。 

 

６ 法的に技術資格者を必要とする届出 

業務を執行するにあたり、法的に技術的資格等を必要とする場合は、その有する資格を施

設へ届出ること。 

 

７ 従事者数の届出 

業務を執行するにあたり、業務の従事者数を施設へ届出ること。 

 

８ 業務完了報告書の提出 

   別紙「業務明細書」による一定の業務を完了したときは、業務完了報告書を施設に提出す

ること。 

 

９ 関係法令の遵守 

   業務の実施にあたっては、関連する法令を遵守し、脱炭素化推進マニュアルに協力するこ

と。 

  



１０ 損害の負担 

業務に関連し、自己の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害も含む）につ

いては、補償・負担をすること。 

 

１１ 業務従事者の心得 

（１）建物内及び建物敷地内での拾得物があったときは、速やかに施設担当者に届出すること。 

（２）建物及びその周辺での異常に気付いた場合は、直ちに施設に通報すること。 

（３）業務中は、その所属する会社等の制服及び名札を着用するとともに、常に清潔な身だしな

みをしなければならない。 

 

 

（ ）内の電話番号：施設主管課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設連絡先一覧 

施設名称 施設主管課 電話番号 施設所在地 

いきいき 

プラザ中央 

(2F)中央保健 

福祉センター 

中央健康づくり

センター 

４１３－５５７７ 

(４５７－２８９１) 

中央区板屋町 596 番地 

(1F)ふれあい交流

センターいたや 

中央福祉事業所

長寿支援課 

４１３－５５７０ 

(４５７－２０６２) 

1 階東側事務スペー

ス（共用部分のみ） ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

推進課 

 

（４５７－２２７８） 

1階東側トイレ等 

いきいき 

プラザ天竜川 

(2F)東部保健 

福祉センター 

中央健康づくり

センター（東） 

４２２－２２２８ 

(４２４－０１２５) 
中央区青屋町 300 番地 

(1F)ふれあい交

流センター青龍 

中央福祉事業所

長寿支援課（南） 

４２２－２１６１ 

(４２５－１５４２) 



業 務 一 覧 

 

いきいきプラザ中央 

・清掃及び衛生管理業務 

・殺鼠衛生害虫駆除業務 

・簡易専用水道維持管理業務 

 

 

いきいきプラザ天竜川 

・清掃及び衛生管理業務 

・防鼠・昆虫駆除作業 

・貯水槽（受水槽）定期点検清掃業務 

・飲料水水質検査業務 

・雑用水点検業務 

・空気環境測定検査業務 

・建築物環境衛生管理技術者業務 

 

 

 



清掃及び衛生管理業務明細書 
いきいきプラザ中央 

１ 業務の目的 

  「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及びその他関係法令に基

づき、建物及びその周辺の衛生的環境等を良好に維持することを目的とし、常

に清潔な状態を保つように努めること。 

 

２ 業務の内容 

  受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置し、次の業務を完全に実施

すること。 

（１）日常清掃 

別紙日常清掃基準表により、年末年始（ 6 日間）に加えて、ふれあい交流

センターいたやは月曜日（こどもの日、敬老の日を除く）、中央保健福祉センター

は水・土・日曜日及び祝日、１階東側トイレ等は火・木・土・日曜日及び祝

日、その他特別の理由がある日を除く毎日を日常清掃の実施日とし、別紙清

掃作業基準表に基づき実施すること。  

また、空調設備更新工事の為、ふれあい交流センターいたやは臨時休館日

（２日間）、共用部１階ホールは４月から５月の土・日曜日は清掃を実施し

ないものとする。  

なお、日常清掃の実施に当たり、空調設備更新工事の影響により清掃の実

施が困難な箇所がある場合は、当該箇所の管理責任者の指示に従うこと。  

（２）定期清掃 

別紙作業基準表に基づき年間を通し均等となる間隔で実施すること。 

（３）建物周辺の清掃は、必要に応じて実施すること。 

（４） 業務上特に注意の要する箇所を清掃する場合は、あらかじめ当該箇所の管 

理責任者の承認を受け、指示または立合いのうえ業務を行うこと。 

（５）日常業務において集積されたゴミ（職員による分別収集ゴミ以外）の集積

場所への搬出は、職員及び外来者に不快感を与えないようにするとともに、

ゴミ集積場所の整理整頓は必要の都度行うこと。 

（６）その他 

この業務内容は大要を示すものであり、上記以外の事項であっても現状の

状況に応じて、委託者が清掃管理上必要と認めて指示する軽易な作業も実

施すること。  

なお、清掃箇所の変更が見込まれる場合は、別途協議し対応するものと

する。  

 

３ 清掃業務従事者 

（１）日常清掃従事者 

建物内（外構部分を含む）の日常清掃作業を行うため、常に適正な人員と



すること。 

（２）定期清掃従事者 

建物の定期清掃作業を行うため、適正な人員を配備すること。 

 

４ 作業時間 

（１）日常清掃 

ア ふれあい交流センターいたや、共用部、１階東側トイレ等 

   ８時３０分から１７時までの間とする。 

イ  中央保健福祉センター 

   ９時００分から１６時３０分までの間とする。 

（２）定期清掃 

職員の執務に影響を及ぼさない曜日及び時間帯とし作業については、委託

者の許可を得て実施することができる。 

ア 作業方法及び工程について、事前（毎月末まで）に業務予定表を作成し、

委託者に提出すること。 

イ 業務予定表の作成にあたり、他の業務（設備関係等）との関連を考慮す

るとともに、実施にあたっては、電話・電気機器に支障を与えないように

充分注意すること。 

ウ 建物周辺の清掃は、必要に応じて随時実施すること。 

 

５ 一般注意事項 

（１）別表に定めた作業回数は、最小限のものであり常に状況を把握して清潔に 

保つこと。 

（２） 業務の円滑な遂行を図るため、主任者を定め従事者の指揮監督にあたらせ

ること。 

（３）受託者は、毎日実施した作業状況を報告書に記載のうえ毎月提出すること。 

（４）盗難・火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認し、 

不要灯の消灯を行うこと。 

 

６ 諸材料 

（１） 業務上必要な諸材料は、委託者が現物支給する物以外は、一切受託者にお

いて負担するものとする。 

 支給物品は、トイレットペーパー・消毒用手洗い石鹸液・ゴミ袋（ビニール）

とする。 

（２）清掃業務に使用する洗剤・剥離剤・樹脂ワックス等は、良質のものを使用

することとし、事前に委託者に使用材料リストを提出し承認を得ること。 

 

 

 



清 掃 作 業 基 準 表 

いきいきプラザ中央 

１ 日常清掃業務 

区      分  作   業   方   法 

床 
 

面 

掃 き 掃 除 自在ボウキで塵芥を飛散させないように掃く。 

モ ッ プ 拭 き 集塵モップ拭き又は、綿糸モップのしぼり拭き。 

真 空 掃 除 
カーペット等の床材で汚れの著しい箇所は、真空掃除

機及びカーペット手動掃除機を使用して掃除する。 

見 回 り 拾 い 掃 き 随時受け持ち箇所の見回りにより紙屑等の収集。 

ト 

イ 

レ 

陶 器 類 の 清 掃 
水・薬品を使用し、内部及び外部を洗浄し、清潔を保

つ。 

汚 物 処 理 汚物容器内の汚物処理、容器の洗浄及び消毒。 

消 耗 品 の 補 充 トイレットペーパー・手洗い用石鹸等の確認及び補充。 

そ の 他 排水孔がないので汚水の処理に注意すること。 

給
湯
室 

流 し 台 の 清 掃 雑巾による拭き掃除。 

茶 殻 処 理 等 茶殻処理及び搬出。 

そ 
 

の 
 

他 

什器・備品等の除塵 共用部分の机・テーブル・椅子等の拭き掃除、 

その他什器・備品等の除塵及び家具等の艶出し。 

手 摺 ・ 腰 壁 磨 き きれいな雑巾を堅く絞って拭く。 

金 物 磨 き 手垢等の汚れを拭き取る。  

外 構 清 掃 
巡回し、紙屑等の掃き集め処理、樹木の散水及び除草

等を行う。  

紙 屑 処 理 常設屑入の紙屑収集・ゴミ置場搬出。  

危 険 物 等 処 理 
常設危険物入の危険物収集ゴミ置場搬出。容器包装リ

サイクル法にそった分別。  

そ の 他 
玄関回り・腰壁・ガラス等手近な範囲のガラス拭き掃

除。ホワイトボード・黒板等拭き掃除。 

※上記の他、委託者からの指示・依頼事項による軽易な作業を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 定期清掃業務 

区    分  作   業   方   法 

床 面 洗 浄 手 入 れ 

１ 掃き掃除 

２ 各種床材に適した洗剤の塗布 

３ ポリッシャーによる汚れの除去 

４ 床のモップ拭き 

床 面 洗 浄 ワ ッ ク ス 手 入 れ 

１ 拭き掃除 

２ 各種床材に適した洗剤の塗布 

３  ポリッシャーによる汚れの除去、樹脂剥離・

ワックス除去 

４ 床のモップ拭き 

５  各種床材に適した樹脂ワックス又は半樹脂ワ

ックス塗布 

６  床磨機械による艶出し及び滑り止め塗布によ

る仕上げ 

カ ー ペ ッ ト 洗 浄 手 入 れ 

１  真空掃除機及びカーペット手動掃除機による

拭き掃除 

２ 各種床材に適した洗剤を使用する 

３ 洗剤使用後生地を乾燥させる 

※洗浄にあたっては、色むら・しみ等が生じない

ように充分注意する 

ガ ラ ス 清 掃 

１ 洗剤及び清水にて汚れを取り除く 

２ 洗剤等が残らないよう、乾いた布で拭き取る 

※高所作業は、熟練した作業者で、労働安全基準

を遵守して実施すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日常清掃基準表 
                                         

 月 火 水 木 金 土 日 

ふれあい交流センターいたや

（１階） 
－ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

中央保健福祉センター 

（２階） 
○ ○ － ○ ○ － － 

共用部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１階東側トイレ等 ○ － ○ － ○ － － 

                                         

 ■ふれあい交流センターいたや（令和８年度 日常清掃実施日数 ３０６日）                              

  ・年末年始（６日間）             

休 み 
  

・月曜日（こどもの日、敬老の日を除く） 
    
  

  ・臨時休館日（2 日間）    
   

                                         

 ■中央保健福祉センター （令和８年度 日常清掃実施開館日数 １９２日）                            

  ・年末年始（６日間）   

休 み  

  

・水曜日 

・土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に 

  規定する休日（以下「祝日」という。） 
  

 ■１階東側トイレ等   （令和８年度 日常清掃実施日数 １４５日）   

  ・年末年始（６日間）   

休 み  
  

・火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、祝日 

 

 ■共用部                 （令和８年度 日常清掃実施開館日数 ３５３日）  

  ・年末年始（６日間）   

休 み  
  

・月曜日の祝日（こどもの日、敬老の日を除く） 

  

※１階ホールについて４月から５月の土・日曜日は清掃を実施しないものとするが、２階 

EV ホール、１・２階風除室については実施すること。なお、４週に１回行うマットの 

取替は実施すること。                                                             
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清

掃

舞　 台 フローリング 19.04 ○ ○ 適 ２/年 ２/年

大広間 畳 158.74 ○ ○ 適

控　 室 ビニルタイル 5.36 ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

前　 室 フローリング 11.00 ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

湯沸室 ビニルタイル 6.36 ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

便   所（男・女・身障者） 長尺ビニルシート 26.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

売　 店 ビニルタイル 4.80 適 ２/年 ２/年

教養娯楽室　１ 畳 86.92 ○ ○ 適

図書コーナー タイルカーペット 7.08 ○ ○ 適 ２/年

講座室　１・２ 長尺ビニルシート 65.18 ○ ○ 適

前室　１・２ 長尺ビニルシート 16.02 ○ ○ 適

授乳室 長尺ビニルシート 5.25 ○ ○ 適

シャワーユニット・脱衣室長尺ビニルシート 3.20 ○ ○ 適

倉庫 長尺ビニルシート 1.86 ○ ○ 適

廊　 下 タイルカーペット 13.20 ○ ○ 適 ２/年

ロビー タイルカーペット 67.34 ○ ○ 適 ２/年

下足コーナー タイルカーペット 4.20 ○ ○ 適 ２/年

事務室・所長室 タイルカーペット 36.60 適 ２/年

講座室 タイルカーペット 90.72 適 ２/年

便   所（男・女） 長尺ビニルシート 10.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

前　 室 タイルカーペット 14.20 ○ ○ 適 ２/年

階   段   Ａ タイルカーペット 19.80 ○ 適 ２/年

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
い
た
や

日　　　常　　　清　　　掃 定　　期　　清　　掃

１
　
Ｆ

２
　
Ｆ



清　掃　作　業　基　準 ○毎日（水曜日及び休館日を除く） Ｎo.２
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清

掃

ロビー・授乳室 長尺ビニルシート 118.80 ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

展示コーナー ビニルタイル 10.56 適 ２/年 ２/年

湯沸室 長尺ビニルシート 4.40 ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

職員便所 長尺ビニルシート 5.28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

便   所（男・女・多目的） 長尺ビニルシート 31.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

総合受付・相談コーナー 長尺ビニルシート 64.00 適 ２/年 ２/年

廊   下 長尺ビニルシート 24.00 ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

階   段   B ビニルタイル 20.00 ○ ○ 適 ２/年 ２/年

スロープ モルタル 66.00 ○ ２/年

事務室 タイルカーペット 105.94 ２/年

カンファレンスルーム ビニルタイル 20.00 ２/年 ２/年

洗濯室 長尺ビニルシート 8.00 ２/年 ２/年

印刷室 ビニルタイル 7.80 ２/年 ２/年

シャワー室 角タイル 3.36 ２/年

更衣室（男・女） タイルカーペット 20.00 ２/年

記録保存室 ビニルタイル 36.55 ２/年 ２/年

機能訓練室 タイルカーペット 71.92 ２/年

地域保健福祉活動交流室ビニルタイル 30.00 ２/年 ２/年

健康教育室 タイルカーペット 81.92 ２/年

多目的ルーム タイルカーペット 84.48 ２/年

集団指導室 長尺ビニルシート 169.00 ２/年 ２/年

すこやか相談室 長尺ビニルシート 45.00 ２/年 ２/年

健康相談室 長尺ビニルシート 57.60 ２/年 ２/年

相談室１．２ ビニルタイル 21.76 ２/年 ２/年

日　　　常　　　清　　　掃 定　　期　　清　　掃

中
央
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福
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ン
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ー

２
　
Ｆ



清　掃　作　業　基　準 ○毎日（年末年始、月曜日の祝日（こどもの日、敬老の日を除く）を除く） Ｎo.３
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１　　Ｆ

ホール風除室 花こう岩 99.08 ○ ○ ○ 適 ２/年

玄関マット　１枚 150×180 13回

玄関マット　２枚  75×180 13回

２　　Ｆ

EVホール、風除室 長尺ビニルシート 55.40 ○ ○ ○ 適 ２/年 ２/年

外回り拾い掃き ○

ガラス清掃 332.88 ２/年

定　　期　　清　　掃

い
き
い
き
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ラ
ザ
中
央

共
用
部

日　　　常　　　清　　　掃



清　掃　作　業　基　準 ○３日/週（年末年始、祝日を除く） Ｎo.４
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通路・給湯室 長尺ビニルシート 25.60 ○ ○ ○ ○ ○

便所 長尺ビニルシート 29.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日　　　常　　　清　　　掃 定　　期　　清　　掃

い
き
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き
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ザ
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央

１
階
東
側
ト
イ
レ
等



殺鼠衛生害虫駆除業務明細書 
いきいきプラザ中央 

                                      

１ 業務目的                                  

   いきいきプラザ中央庁舎内の衛生的環境を維持することを目的とし、鼠・衛生害虫の発

生予防及び駆除に努める。                      

 

２ 業務内容                                  

（１）鼠・衛生害虫の環境調査・被害調査・生息調査等駆除作業に必要な調査を行う。  

（２）調査に基づき、処理方法・使用薬剤の種類と量・使用機器・駆除点検月日及び作業手順

の駆除計画を立てた上、作業を実施する。               

（３）駆除作業は、物理的処理及び化学的処理を有効かつ安全に行い、庁舎内の内部壁面（間

仕切り含む）と床の境、カウンターと床の境に薬剤を散布する。 

（４）事後処理は、次により必要に応じて行う。                  

  ア 効果測定の結果が不十分な場合は再処理をする。              

  イ 死鼠・死虫及び薬剤の回収を行う。                    

  ウ 片付け・殺菌消毒及び脱臭等を行う。                   

（５）作業時間は、原則として職員の勤務時間外とする。              

（６）駆除点検を６カ月ごとに年２回実施する。 

 

３ 業務完了報告                                

    業務が完了したときは、市の担当者に報告し検査を受けるとともに業務完了報告書、その

他必要書類を提出する。 

 

４ 薬剤の適正使用 

  浜松市の施設等における薬剤の適正使用に係る基本指針に基づき、薬剤の使用について、人

の健康と安全を確保し、環境への負荷の低減に配慮する。 



簡易専用水道維持管理業務明細書 

いきいきプラザ中央 

 

１ 総  則 いきいきプラザ中央内の受水槽設備が常に適正な機能を発揮できる状態を保持

し、かつ、耐久力の維持に努めるため、本業務を行うものとする。 

 

２ 対象機器 公益用受水槽  ＷＴ－２   １２ｍ３ （６＋６）     １基 

公益用加圧給水ポンプ ＷＰＵ－２               １組 

 

３ 業務内容   

（１）管理保守対象機器の故障を予防するため、受水槽及び加圧給水ポンプについて、年１回定

期点検を実施するものとする。 

  ア 受水槽の清掃・点検 

・水槽内部の清掃、消毒、水張り実施 

・異物侵入の防止、フート弁等の点検 

・水質検査（残留塩素、色度、濁度）の実施 

イ 加圧給水ポンプの点検 

・絶縁抵抗、電流測定 

・メカニカルシール点検 

・運転状態の確認 

・異音振動の確認 

・塗装状態の確認 

（２）定期点検以外でも不測事態が生じた場合には、係員を派遣し、点検作業等実施するものと

する。 

（３）本業務明細書に定められた項目以外であっても、保安上必要と認められる場合には、迅速

に点検等を行うものとする。 

（４）点検業務の結果発見された不良個所については、軽微なものは、受託者の負担において補

修し、その他のものについては速やかに報告するものとする。 

（５）業務に必要となる消耗機材及び点検機器は、受託者の負担とするものとする。 

 

４ 除外事項 

（１）不適当な取り扱い、故意・過失によって生じた故障の場合 

（２）天災及び大気汚染等の公害による損傷事故の場合 

 

５ 提出書類   

業務が完了したときは、市の担当者に報告し検査を受けるとともに業務完了報告書、水

質検査報告書、その他必要書類を提出する。   

 

 



ふれあい交流センターいたや

１階

ふれあい交流センターいたや

※清掃業務範囲外

１階東側トイレ等
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清掃及び衛生管理業務明細書 
いきいきプラザ天竜川 

 

１ 業務の目的 

  「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及びその他関係法令に基

づき、建物及びその周辺の衛生的環境等を良好に維持することを目的とし、常

に清潔な状態を保つように努めること。 

 

２ 業務の内容 

  受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置し、次の業務を完全に実施

すること。 

（１）建築物環境衛生管理業務（別紙仕様書のとおり） 

（２）日常清掃 

別紙清掃作業基準表により、施設指定休日、その他特別の理由がある場合 

を除き火曜日から日曜日とし、別紙清掃作業基準表に基づき実施すること。 

（３）定期清掃 

別紙作業基準表に基づき年間を通し均等となる間隔で実施すること。 

（４）建物周辺の清掃は、必要に応じて実施すること。 

（５）マットはサイクル２週にて取替とする。 

（６）業務上特に注意の要する箇所を清掃する場合は、あらかじめ当該箇所の管

理責任者の承認を受け、指示または立合のうえ業務を行うこと。 

（７）日常業務において集積されたゴミ（職員による分別収集ゴミ以外）の集積 

場所への搬出は、職員及び外来者に不快感を与えないようにするとともに、 

ゴミ集積場所の整理整頓は必要の都度行うこと。 

（８）その他 

この業務内容は大要を示すものであり、上記以外の事項であっても現状の 

状況に応じて、委託者が清掃管理上必要と認めて指示する軽易な作業も実施

すること。 

 

３ 清掃業務従事者 

（１）日常清掃従事者 

   建物内（外トイレ、外構部分を含む）の日常清掃作業を行うため、常に適

正な人員とすること。 

（２）定期清掃従事者 

建物の定期清掃作業を行うため、適正な人員を配備すること。 

 

 

 

 



４ 作業時間 

（１）日常清掃 

  ア ふれあい交流センター青龍、共用部 

    ８時３０分から１７時までの間とする。 

  イ 東部保健福祉センター 

９時００分から１６時３０分までの間とする。 

  ただし、時間外の日常清掃は、委託者と打合せのうえ実施すること。 

（２） 定期清掃 

 職員の執務に影響を及ぼさない曜日及び時間帯とし作業については、委託

者の許可を得て実施することができる。 

ア 作業方法及び工程について、事前（毎月末まで）に業務予定表を作成し、

委託者に提出すること。 

イ 業務予定表の作成にあたり、他の業務（設備関係等）との関連を考慮す

るとともに、実施にあたっては、電話・電気機器に支障を与えないように

充分注意すること。 

ウ 建物周辺の清掃は、必要に応じて随時実施すること。 

 

５ 一般注意事項 

（１）別表に定めた作業回数は、最小限のものであり常に状況を把握して清潔に

保つこと。 

（２）業務の円滑な遂行を図るため、主任者を定め従事者の指揮監督にあたらせ

ること。 

（３）受託者は、毎日実施した作業状況を報告書に記載のうえ毎月提出すること。 

（４）盗難・火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認し、

不要灯の消灯を行うこと。 

 

６ 諸材料 

（１）業務上必要な諸材料は、委託者が現物支給する物以外は、受託者において

負担するものとする。 

   支給物品は、トイレットペーパー・消毒用手洗い石鹸液・ゴミ袋（ビニー

ル）とする。 

（２）清掃業務に使用する洗剤・剥離剤・樹脂ワックス等は、良質のものを使用

することとし、事前に委託者に使用材料リストを提出し承認を得ること。 

 

 

 

 

 

 



清 掃 作 業 基 準 表 

いきいきプラザ天竜川 

１ 日常清掃業務  

区 分 作 業 方 法 

床 
 

 

面 

掃 き 掃 除  自在ボウキで塵芥を飛散させないように掃く。  

モ ッ プ 拭 き  集塵モップ拭き又は、綿糸モップのしぼり拭き。 

真 空 掃 除 機  

カーペット等の床材で汚れの著しい箇所は、真空

掃 除 機 及 び カ ー ペ ッ ト 手 動 掃 除 機 を 使 用 し て 

掃除する。  

見 回 り 拾 い 掃 き  随時受け持ち箇所の見回りにより紙屑等の収集。 

ト 

イ 

レ 

陶 器 類 の 清 掃  
水・薬品を使用し，内部及び外部を洗浄し、清潔

を保つ。  

汚 物 処 理  汚物容器内の汚物処理、容器の洗浄及び消毒。  

消 耗 品 の 補 充  
トイレットペーパー・手洗い用石鹸等の確認及び

補充。  

そ の 他  排水孔がないので汚水の処理に注意する事。  

給
湯
室 

流 し 台 の 清 掃  雑巾による拭き掃除。  

茶 殻 処 理 等  茶殻処理及び搬出。  

授
乳
室 

床 の 清 掃  掃除機をかけ、汚れは雑巾で拭いて清潔を保つ。 

洗 面 台 の 清 掃  雑巾による拭き掃除。  

そ

の

他 

什器・備品等の除塵  
共用部分の机・テーブル・椅子等の拭き掃除、  

その他什器・備品等の除塵及び家具等の艶出し。 

手 摺 ・ 腰 壁 磨 き  きれいな雑巾を堅く絞って拭く。  

金 物 磨 き  手垢等の汚れを拭き取る。  

外 構 清 掃  
巡回し、紙屑等の掃き集め処理、必要に応じて樹

木への散水及び除草等を行う。  

紙 屑 処 理  常設屑入の紙屑収集・ゴミ置場搬出。  

危 険 物 等 処 理  
常設危険物入の危険物収集ゴミ置場搬出。  

容器包装リサイクル法にそった分別。  

そ の 他  
玄関回り・腰壁・ガラス等手近な範囲のガラス 

拭き掃除。ホワイトボード・黒板等拭き掃除。  

 ※上記の他、委託者からの指示・依頼事項による軽易な作業を含む。  

 

 

 

 

 

 



２ 定期清掃業務  

区 分 作 業 方 法 

床 面 洗 浄 手 入 れ  

１ 掃き掃除。  

２ 各種床材に適した洗剤の塗布。  

３ ポリッシャーによる汚れの除去。  

４ 床のモップ拭き。  

床面洗浄ワックス手入れ  

１ 拭き掃除。  

２ 各種床材に適した洗剤の塗布。  

３  ポ リ ッ シ ャーに よ る 汚 れ の 除 去、 樹 脂剥

離・ワックス除去。  

４ 床のモップ拭き。  

５ 各種床材に適した樹脂ワックス又は半樹脂

ワックス塗布。  

６ 床磨機械による艶出し及び滑り止め塗布に

よる仕上げ。  

カ ー ペ ッ ト 洗 浄 手 入 れ  

１  真 空 掃 除 機及び カ ー ペ ッ ト 手 動掃 除 機に 

よる拭き掃除。  

２ 各種床材に適した洗剤を使用する。  

３ 洗剤使用後生地を乾燥させる。  

※洗浄にあたっては、色むら・しみ等が生じ

ないように充分注意する。  

ガ ラ ス 清 掃  

１ 洗剤及び清水にて汚れを取り除く。  

２  洗 剤 等 が 残らな い よ う 、 乾 い た布 で 拭き  

取る。  

※高所作業は、熟練した作業者で、労働安全

基準を遵守して実施すること。  

 

３ マットレンタル  

区 分 場 所 個 数  サイクル  仕 様  

ふ れ あ い 交 流 セ ン

ター青龍  
風除室２  

２ 枚 

(玄 関 マット） 
１７回／年  75cm×90 cm 

共 用 部  風除室１  
２ 枚 

(玄 関 マット） 
１７回／年  150cm×180cm 

 

 

 

 

 

 



日常清掃基準表 
                                         

 月 火 水 木 金 土 日 

ふれあい交流センター青龍 

（１階） 
― ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

東部保健福祉センター 

（２階） 
― ○ ○ ○ ○ ― ― 

共用部 ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ※月曜日の日常清掃は実施しない。ただし、こどもの日、敬老の日は除く。                                      

                    

                                         

 ■ふれあい交流センター青龍（令和８年度 日常清掃実施日数 ３０４日）                              

  ・年末年始（６日間）   

休 み 

  

・月曜日（こどもの日、敬老の日を除く） 

・１１月９日～１３日（工事のため） 

                                         

 ■東部保健福祉センター （令和８年度 日常清掃実施日数 １９２日）                            

  ・年末年始（６日間） 
  

休 み  

  

・月曜日、土曜日、日曜日、祝日 

・１１月９日～１３日（工事のため） 

                                         

 ■共用部                 （令和８年度 日常清掃実施開館日数 ３０４日）  

  ・年末年始（６日間）   

休 み  

  

・月曜日（こどもの日、敬老の日を除く） 

・１１月９日～１３日（工事のため） 

 
                                                                

                    

 

 



清　掃　作　業　基　準 ○毎日・△週１回 Ｎo.１
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玄関 ３００角タイル 20.0 ○ ○ △ ２/年

生活相談室 タイルカーペット 11.0 △ １/年

休養室 タイルカーペット 14.0 １/年

休憩室（押入れ含む） 畳 14.0

事務室 タイルカーペット 69.3 １/年

男・女更衣室１ ビニル床タイル 12.0 ２/年 ２/年

湯沸室 ビニル床タイル 7.2 ○ ○ ○ ○ ２/年 ２/年

売店(跡） タイルカーペット 7.2 １/年

工作室 リノリューム 78.4 ○ ○ ○ ２/年 ２/年

楽焼コーナー カラクリート 12.0 ○ ○ ２/年

講座室 タイルカーペット 76.8 △ １/年

和室８帖×２　・　１０帖×１ 畳 70.4 ○ ○

軽運動室 リノリューム 36.8 〇 ２/年 ２/年

講座室 タイルカーペット 27.5 △ １/年

キッズスペース（前室含む） クッションフロア 55.6 〇 〇 〇 2/年 ２/年

シャワー室 リノリューム 4.5 △ △ ２/年

授乳室 リノリューム 4.0 ○ ○ ２/年 ２/年

児童トイレ リノリューム 5.0 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年 ２/年

大広間 畳 121.5 ○

ステージ フローリング 30.4 ○ ○ ２/年 １/年

待合室 リノリューム 64.4 ○ ○ ２/年 ２/年

囲碁・将棋 畳 42.7 ○

ラウンジ・娯楽ホール タイルカーペット 85.5 ○ １/年

栄養指導室 リノリューム 38.0 △ △ ２/年 ２/年

機能回復訓練室 タイルカーペット 96.0 １/年

男・女更衣室２ ビニル床タイル 16.0 ２/年 ２/年

自販機コーナー リノリューム 3.2 ○ ○ ２/年 ２/年

トイレ１　前室 リノリューム 6.0 ○ ○ ２/年 ２/年

男・女トイレ　１ １５０角タイル 31.6 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年

多目的トイレ １００角タイル 4.0 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年

男・女トイレ　２ １００角タイル 11.2 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年

廊下・ホール リノリューム 255.5 ○ ○ ２/年 ２/年

風除室　２ ２００角タイル 6.2 ○ ○ △ 17/年 ２/年

デイルーム フローリング 111.8 ○ ○ ○ ２/年 １/年

タタミコーナー 畳 30.0 ○

食堂 フローリング 34.7 ○ ○ ○ ２/年 １/年

洗濯機置場 リノリューム 10.0 ２/年 ２/年

男・女トイレ　３ １５０角タイル 14.4 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年

日 常 対 象 外 238.5

１ Ｆ 総 計 1430.3

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

青
龍

１
　
Ｆ

定　　期　　清　　掃日　　　常　　　清　　　掃
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地域活動交流室 リノリューム 45.6 ２/年 ２/年

個別相談室１・２ リノリューム 17.9 ２/年 ２/年

記録保管庫 ビニル床タイル 25.5

カンファレンスルーム タイルカーペット 30.3 １/年

休憩室 畳 10.8

洗濯室 ビニル床シート 9.2 ２/年 ２/年

事務室 タイルカーペット 101.2 １/年

更衣室（男・女） ビニル床タイル 10.2 ２/年 ２/年

印刷室 リノリューム 10.0 ２/年 ２/年

授乳室 リノリューム 10.0 ○ ○ ○ ２/年 ２/年 ３/年

親子フリールーム 〃　(一部フローリング) 76.0 ２/年 ２/年

健康相談室１・２ リノリューム 56.0 ２/年 ２/年

機能訓練室 フローリング 96.0 ２/年 １/年

湯沸室 ビニル床タイル 5.6 ○ ○ ○ ○ ２/年 ２/年

更衣室（来客用） ビニル床タイル 5.0 ○ △ ２/年 ２/年

健康増進ルーム フローリング 76.0 ２/年 １/年

多目的ルーム フローリング 76.0 ２/年 １/年

歯科検診コーナー ビニル床シート 31.2 ２/年 ２/年

集団指導室１・２・３ リノリューム 114.0 ２/年 ２/年

健康教育室 リノリューム 38.0 ２/年 ２/年

交流プラザ リノリューム 36.8 ○ ○ ○ ２/年 ２/年

自販機コーナー リノリューム 3.2 ○ ○ ２/年 ２/年

展示コーナー リノリューム 27.5 ○ ○ ２/年 ２/年

トイレ・前室 リノリューム 6.0 ○ ○ ２/年 ２/年

男・女トイレ　１ ビニル床シート 31.6 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年 ２/年

多目的トイレ　 ビニル床シート 4.0 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年 ２/年

男・女トイレ　２ ビニル床シート 14.9 ○ ○ ○ 適 ○ ２/年 ２/年

廊下・ホール リノリューム 246.0 ○ ○ ２/年 ２/年

シャワーブース ５０角タイル 2.0 ２/年

日 常 対 象 外 823.9

２ Ｆ 総 計 1216.5

定　　期　　清　　掃

東
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

２
　
Ｆ

日　　　常　　　清　　　掃
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風除室 ３００角タイル 11.4 ○ ○ △ 17/年 ２/年

ふれあいホール ３００角タイル 73.2 ○ ○ ２/年

階段室 リノリューム 20.0 ○ ○ ２/年 ２/年

ロビー リノリューム 16.8 ○ ○ ○ ２/年 ２/年

エレベーター 1.9 ○ △

会議室 リノリューム 57.0 ○ △ ２/年 ２/年

屋外階段 9.0 △

外部トイレ 25.0 ○ ○ 適 ○

外廻りゴミ拾い 一式 ○

（駐車場・広場）

共用部計 214.3

(外廻り面積含まず)

窓ガラス清掃 490.0 ２/年

定　　期　　清　　掃

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
天
竜
川

共
用
部

日　　　常　　　清　　　掃



保守対象機器表 
いきいきプラザ天竜川 

（環境衛生管理） 

 

記号 機器名称 機器型式 機器仕様 数量 点検回数 

      

１） 飲料水質検査 
１６項の検査 
他ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ１回 

建築物における衛生的環境

の確保に関する法 
１ 年２回 

      

２） 空気環境測定 ８点程度 
建築物における衛生的環境

の確保に関する法 
１ 年６回 

      

３） 防鼠・昆虫駆除 ３，４０４㎡ 
建築物における衛生的環境

の確保に関する法 
１ 年２回 

      

４） 貯水槽清掃 受水槽 ２０㎥ 
建築物における衛生的環境

の確保に関する法 
１ 年１回 

      

５） 簡易専用水道検査 ― 水道法令による １ 年１回 

      

他 環境衛生管理技術者 ― 選任 １ 毎月 

      

 



 

防鼠・昆虫駆除作業仕様書 

いきいきプラザ天竜川 

（環境衛生） 

法定周期：６カ月 

駆 除 作 業 標 準 仕 様 

 

１  建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定される特定建築物

を対象として、第４条に基づく検査および環境衛生管理基準に基づく作業を

次のとおり実施するものとする。 

 ６カ月以内ごとに１回定期に統一的に駆除を実施する。 

 

（１）事務室等 

ア 室内の壁面（ハバ木・ヒビ割れ部）、机の下、コード類の隙間などを

重点に乳剤等（薬剤成分の残効性が有る薬品）で散布処理を行う。 

イ 書籍、机の中にひそむ害虫に対してはピレスロイド系殺虫剤（非残効

性で速効性の有る薬剤）を用いて、くん蒸処理を実施する。 

 

（２）湯沸室 

室内の備品（キャビネット、ガスレンジ、冷蔵庫、流し台）の周囲、隙

間及び壁面等に乳剤等（薬剤成分の残効性が有る薬品）で散布処理を行い、

ピレスロイド系殺虫剤（非残効性で速攻性の有る薬剤）を用いて、くん蒸

処理を実施する。 

 

（３）廊下等 

壁面（ハバ木・ヒビ割れ部）などに乳剤等（薬剤成分の残効性が有る薬

品）で散布処理を実施する。 

 

（４）ゴミ処理室 

室内全体に乳剤等（薬剤成分の残効性が有る薬品）で散布処理を行い、

天井には蒸散剤を設置して駆除効果を計る。 

 

（５）排水槽室 

マンホール周囲及び槽内に乳剤等（薬剤成分の残効性が有る薬品）で散

布処理を行う。 

 

（６）鼠については、生息している形跡が有る場合に捕獲器等を設置する。 

 

※浜松市の施設等における薬剤の適正使用に係る基本指針に基づき、薬剤の使用について、人の

健康と安全を確保し、環境への負荷の低減に配慮する。 

※薬剤散布・くん蒸の際の食器・衣類等の養生及び作業後の換気については、建

物使用者が行うものとし、本業務の対象外とする。 

※薬剤散布の方法及び作業日時等の詳細に関しては、事前に協議して決定する。 



 

貯 水 槽 ( 受 水 槽 ) 定 期 点 検 清 掃 業 務 仕 様 書 

いきいきプラザ天竜川 

（衛生設備） 

法定周期：１年 

点 検 整 備 標 準 仕 様 別 途 項 目 

１ 水槽内部の水の排出 

 

２ 水槽壁面、底部の点検及び清掃 

 

３ 水槽内機器（フードバルブ、水位検出器等）

の汚れ付着物除去 

 

４ 水槽の外観点検 

 

５ 給排水装置、各配管の外観及び動作機能点

検 

 

６ 水位検出器外観及び動作機能点検 

 

７ 防虫網の外観点検 

 

８ 基礎、架台の外観及び水槽設置状況点検 

 

９ 清掃後、塩素消毒水洗い（２回実施） 

 

10 貯水槽への水張り、各部漏水の有無点検 

 

11 清掃作業終了後、水質の簡易検査（遊離  

残留塩素濃度、臭気、味、色度、濁度） 

 

12 マンホール（上蓋）、シールドパッキンの  

損傷、取付状態の点検及び施錠確認 

 

１ 水槽付属機器（フードバルブ、水位検出器、

給排水装置等）の分解整備、交換 

 

２ 槽内の漏洩防止塗装、水槽の修理 

 

３ 基礎、架台、各配管等の修理、塗装 

 

４ 揚水ポンプ、ＦＭバルブの点検整備及び標

準仕様以外の水質検査 

 

 

 

※別途項目の揚水ポンプ、ＦＭバルブの点検整備及び標準仕様以外の水質検査を

行う場合は、その契約に係る当該仕様書を適用する。 

※点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、

協議の上、対処する。 



 

飲料水水質検査業務仕様書 

いきいきプラザ天竜川 

（環境衛生） 

法定周期：６カ月（６については１週間毎） 

検 査 標 準 仕 様 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の内、水
道事業の用に共する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として
飲料用に供給する施設の水道水を対象として、次の各項の水質検査基準に従
い、測定検査するものとする。 
 
１ 貯水槽中に植物や動物が侵入し腐敗したり、汚水や土壌が侵入した場合又

は残留塩素濃度が低下した場合に繁殖あるいは増加するおそれがあるもの 
    ≪６カ月以内ごとに１回定期的に検査する≫ 
（１）一般細菌  １m１の検水で形成される集落数が１００以下であること 
（２）大腸菌群            検出されないこと 
（３）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    １０ mg／１以下であること 
（４）塩素イオン           ２００mg／１以下であること 
（５）有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）１０ ㎎／１以下であること 
（６）亜硝酸態窒素         ０．０４㎎／１未満であること 
 
２ 給水管等に当該材質を使用していることによって、水中に溶解する可能性

があるもの 
  （重金属類） 
   ≪６カ月以内ごとに１回定期的に検査する。但し、１回目が適合して  

いれば次回に限り検査は不要≫ 
（１）銅                      １.０ mg／１以下であること 
（２）鉄                      ０.３ mg／１以下であること 
（３）亜鉛                     １.０ mg／１以下であること 
（４）鉛                      ０.０１mg／１以下であること 
 
３ 貯水槽等給水設備中に異物として侵入する可能性があるもの 
（蒸発残留物） 

≪６カ月以内ごとに１回定期的に検査する。但し、１回目が適合していれ
ば次回に限り検査は不要≫ 

（１）蒸発残留物             ５００mg／１以下であること 
 
４ 貯水槽内等において水温・残留塩素濃度・滞留時間・有機物量・フミン質

に比例して生成されるもの 
（消毒副生成物） 
  ≪毎年、６月１日から９月３０日までの間に１回、定期的に検査する≫ 
（１）クロロホルム          ０.０６mg／１以下であること 
（２）ジブロモクロロメタン      ０.１ mg／１以下であること 
（３）ブロモジクロロメタン      ０.０３mg／１以下であること 
（４）ブロモホルム          ０.０９mg／１以下であること 
（５）総トリハロメタン        ０.１ mg／１以下であること 
 
５ 以上の他の理由によって変化しうる基礎的性状のもの 
   ≪６カ月以内ごとに１回定期的に検査する≫ 
（１）ｐＨ値             ５.８以上８.６以下であること 
（２）味               異常でないこと 
（３）臭気              異常でないこと 
（４）色度              ５度以下であること 
（５）濁度              ２度以下であること 
 
６ 遊離残留塩素濃度の定期測定検査 
  ≪１週間ごとに１回定期的に検査する。検査結果は基準に適合している場合であ

っても少なくとも２カ月に１回、委託者に報告すること。≫ 
（１）残留塩素濃度          ０．２mg／ℓ以上 
※水質検査の項目及び方法等について自治体毎に別に定める基準が有る場合

は、別途、協議の上、その条例に準拠するものとする。 



雑用水点検業務仕様書 

いきいきプラザ天竜川 

 

１ 雨水を散水、修景、清掃等に供するため、以下の検査・点検を行うこと。 

（１）大腸菌群   検出されないこと 

（２）濁度     ２度以下であること 

（３）雨水貯留槽（８５．６㎥）の点検 

 

２ 大腸菌群、濁度の検査は２カ月以内ごとに１回、定期に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

空気環境測定検査業務仕様書 

いきいきプラザ天竜川 

（環境衛生） 

法定周期：２カ月 

測 定 検 査 標 準 仕 様 

  
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条に基づく検査及び環境衛

生管理基準に基づく測定を年６回定期に実施するものとする。※（１） 
 
 
空気環境の管理基準 
 

項目 管理基準値 
適否の判定 
※（２） 

測定器 
※（３） 

備考 

温度 

18℃ ～ 28℃ 冷 房
時 に は 外 気 と の
差 は 著 し く し な
い 

瞬間値 

0.5℃目盛りの
温度計 

機 械 換 気 の 場 合
は適用しない 

相対湿度 40％～70％ 
0.5℃目盛りの
乾湿球温度計 

機 械 換 気 の 場 合
は適用しない 

気流 0.5ｍ／sec 以下 
0.5ｍ／sec以上
を測定できる風
速計 

 

浮遊粉塵量 0.15mg／㎥以下 

平均値 

規則第３条に
規定する粉じ
ん計 

光 散 乱 法 ・ ろ 紙
透 過 率 法 等 の 測
定器を使用 

一酸化炭素 
濃度（CO） 

6ppm 以下 検知管方式 

特 例 と し て 外 気
で既に 10ppm 以
上 の Ｃ Ｏ が あ る
場 合 に は 管 理 基
準値を 20ppm に
する 

二酸化炭素 
濃度（CO2

Я） 
1,000ppm 以下 検知管方式  

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.1mg／㎥以下    

 
※（１）本業務仕様は、特定建築物を対象とする。なお、実施回数等について自

治体毎に別に定める基準がある場合は、別途、協議の上、その条例に準拠
するものとする。 

※（２）瞬間値とは１日２回測定した値の各々について適否を判定するものであ  
り、平均値とはその２回の測定値の平均値で判定するものである。 

※（３）粉塵計以外の測定器については表中の測定器と同程度以上の性能を有す 
る測定器を含む。 

   浮遊粉じん測定器は、年１回、厚生大臣の指定する機関の較正を受けたも
のを使用する。 

 
※労働安全衛生法事務所衛生基準規則及び学校保健法に於ける照明環境並びに騒

音環境に関する測定検査については、別途とする。 
 
 
 



 

建築物環境衛生管理技術者業務仕様書 

いきいきプラザ天竜川 

（環境衛生） 

 

  

建築物における衛生的環境の確保に関する法律「以下、ビル衛生管理法とい

う」に定める特定建築物（ビル衛生管理法 第２条規定）において、環境衛生

管理技術者を選任し、建築物環境衛生管理基準（ビル衛生管理法 第４条規定）

に従い、下記の職務を遂行するものとする。 

 

記 

 

１ 建築物環境衛生管理技術者の職務 

  当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように次の項目

について指導、監督する。（ビル衛生管理法 第６条１項に基づく） 

（１）管理業務計画の立案 

（２）建築物環境衛生基準に関する測定又は検査の評価 

（３）環境衛生上の維持管理に必要な各種検査・清掃等の実施状況の監査 

  なお、建築物衛生管理技術者は維持管理が管理基準に従って行われるよう

必要がある場合には、建物所有者・占有者等に対し意見を述べることがで

きる。 

 

注）建築物環境衛生管理上の管理業務とは次のことをいう。 

（１）空気環境の適正維持に関すること 

（２）給排水設備の衛生維持に関すること 

（３）清掃・廃棄物処理に関すること 

（４）防鼠・昆虫駆除に関すること 

（５）帳簿書類備付けに関すること 

（６）監査行政機関への報告に関すること（簡易専用水道検査含む） 

 

 



延床面積2068.50㎡

延床面積1459.73㎡

ふれあい交流センター



　　　　　　　　　令和８年度　支払計画表

清掃及び衛生管理業務

1 令和８年４月分 円 円 円 円 円 0 円

2 ５月分 円 円 円 円 円 0 円

3 ６月分 円 円 円 円 円 0 円

4 ７月分 円 円 円 円 円 0 円

5 ８月分 円 円 円 円 円 0 円

6 ９月分 円 円 円 円 円 0 円

7 １０月分 円 円 円 円 円 0 円

8 １１月分 円 円 円 円 円 0 円

9 １２月分 円 円 円 円 円 0 円

10 令和９年１月分 円 円 円 円 円 0 円

11 ２月分 円 円 円 円 円 0 円

12 ３月分 円 円 円 円 円 0 円

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円

債主　　　　　　　　　　　　　　

回数 支払期間

いきいきプラザ中央 いきいきプラザ天竜川

支払金額計
中央保健福祉センター

(中央健康づくりセンター)

ふれあい交流センター
いたや

(中央福祉事業所
長寿支援課）

いきいきプラザ中央1階
東側事務スペース

(共用部分,１階東側ﾄｲﾚ)
（ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進課）

東部保健福祉センター
(中央健康づくりセンター

(東) )

ふれあい交流センター
青龍

(中央福祉事業所
長寿支援課(南))

合計金額


